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法人税等の更正の決定及び特別利益の発生のお知らせ 

 

当社は、平成22年３月期決算に係る法人税及び消費税並びに都道府県民税等(以下「当該法人

税等」という。)の申告に関しまして、更正の請求を行っておりましたが、下記のとおり当該法

人税等の更正の決定がなされ、かつ還付金の入金を確認いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

１．経緯 

当社は、平成22 年３月期決算において、マレーシアにおけるスマートグリッド蓄電制御

システムに係る販売に関しましては、税務申告上は所得の計算に含めておりましたが、会計

処理上は当該販売に関する計上を一切行っておりませんでした。これは、税務申告における

所得（収益）計上基準と企業会計における収益の計上基準が相違するために発生したもので

あります。当該販売は、当社にとっても新しいビジネスモデル・商材であったたため、収益

の計上基準の判断が分かれ、上記のような税務上と会計上の処理の不整合が生じる一因とな

っております。 

その後、当該案件について、マレーシア政府との具体的な内容に関する交渉が長引いてお

り、当初契約時の想定よりも案件の成立が大幅にずれ込む状況となりました。この結果、長

期間に渡り税務上と会計上の処理の不整合が解消されないと判断したため、当該販売に係る

処理を取消す旨の更正の請求を行い、税務上の処理と会計上の処理の一致を図ったものであ

ります。 

これまでの経緯を詳しく税務当局に説明を行い、当該法人税等申告に関しまして更正の請

求を行ってまいりました結果、今般、税務当局より、更正の決定がなされたものです。 

 

２．更正の決定に伴う影響 

今回の更正の決定に伴い、当社が一部納付しておりました当該法人税等及び、平成22年3

月期に中間納付しておりました税額の一部が還付されることになりました。また、当社が、

平成23年３月期第３四半期連結会計期間末において、特別損失として計上いたしました法

人税の滞納に伴う延滞税等89百万円が解消されることになります。 

なお、当該法人税等の更正の決定に伴う影響により、当社平成23年3月期連結決算におき

まして、税金等調整前当期純利益が25百万円増加し、当期純利益が1,896百万円増加いたし

ます。 



 

 

３．今後の見通し 

 平成23年3月期の業績予想につきましては、その他の要因も含め、現在精査中でありま

すので、業績予想に変動が生じた場合は速やかに別途開示いたします。 

なお、マレーシアにおけるスマートグリッド蓄電制御システムに係る販売の案件は、当初

の予定からは、様々な事情により進展が遅れているものの、引き続き交渉を進めている状況

にあります。 

株主の皆様をはじめ関係各位には、多大なご心配をおかけしておりますが、新たな進展が

あり次第、ご報告をさせていただく方針であります。 
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